
物価高対応子育て応援手当及び山梨物価高対応子育て応援特別給付金
手続き方法確認フロー

※応援手当・・・物価高対応子育て応援手当及び山梨物価高対応子育て応援特別給付金のこと

平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれのお子さんを養育している

はい いいえ

支給対象外です現在、公務員ではない

はい いいえ

勤務先から児童手当を受給している
※令和8年3月31日までに出生した児童の児
童手当を勤務先へ申請予定の方も含む

令和7年9月分の児童手当を甲州市から受給していた
または

令和7年10月1日～令和7年12月31日に出生した児童の児童手当を甲州市へ申請した

応援手当の受給を希望する

応援手当の振込先を令和7年9月分の児童
手当振込口座から別の口座に変更したい

受給拒否の届出書
の提出が必要です
※令和8年2月27日(金)ま
でに甲州市子育て支援課
へご連絡ください。

支給口座登録等の
届出書の提出が

必要です
※令和8年2月27日(金)まで
に甲州市子育て支援課へ

ご連絡ください。

申請は不要です
※R7年9月分の児童手当
振込口座に振り込みます。

応援手当は引越し前
の市町村から
支給されます

※詳細については引越し前の
市町村にご確認ください。

応援手当の
申請が必要です

（公務員だった方は
※２）

甲州市へ応援手当の
申請が必要です

(申請書に所属庁から
の証明が必要です）

※詳細については勤務先へご確
認ください。

令和7年9月分の児童手当を甲州市以外で受給していた

はい いいえ

はい

いいえはい

はい
いいえ

はい

令和7年9月30日時点で甲州市に
住民登録があった

はい いいえ

いいえ

令和7年10月1日以降に離婚、公務員退職、
出生(※1)等により甲州市で新しく児童手

当の手続きをした

はい

令和7年9月30日時点
の住所地へ応援手当
の申請が必要です
(申請書に所属庁から
の証明が必要です）

※詳細については勤務先へご確
認ください。

※１ 出生による手続きについては、令和8年1月1日以降に出生した児童の分をお手続きされた方が申請の対象です。
令和7年12月31日までに出生した児童の分については、申請不要です。

※２ 令和7年10月1日以降に公務員を退職された方については、申請書に勤務していた所属庁からの証明が必要となります。
詳細については勤務していた所属庁へご確認ください。
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